
聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク構築支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、 聴覚障害者に関する情報提供ネットワークを構築し、聴覚障害者に対して災

害時や日常生活における各種の情報提供を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付

することにより、聴覚障害者の情報保障及び社会参加の促進を図ることを目的とする。 

２  前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則( 昭和４０年埼玉県規則

第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （実施主体） 

第２条 聴覚障害者に対する災害時等の情報提供ネットワーク構築の実施主体は、社会福祉法人埼

玉聴覚障害者福祉会とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。 

（１）携帯電話やパソコンのメール機能等を活用した情報ネットワークを構築し、維持するために

必要な事業 

（２）情報提供ネットワークを周知するための事業 

（３）その他第１条の目的を達成するために必要な事業で知事が認めたもの 

 （補助対象経費及び補助額） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、前条の事業に要する経費とし、その経費に対する補助額は、

毎年度、予算の範囲内で知事が定める額とする。 

 （申請書の様式等） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとし、その提出期限は毎会計年

度定め、補助金の交付申請をしようとする者に対して通知するものとする。 

２ 規則第４条第２項第１号から４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同

項第５号に規定する知事の定める事項は次のとおりとする。 

（１）事業計画書 

（２）補助事業に係る歳入歳出予算書抄本 

 （交付決定通知書の様式） 

第６条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 （状況報告） 

第７条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に

係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 



 （実績報告書の様式等） 

第８条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第３号のとおりとし、その提出期限は、当該会

計年度終了の日から３０日以内とする。 

 （交付額確定通知書の様式） 

第９条 規則第１４条の補助金の額の確定通知の様式は、様式第４号のとおりとする。 

 （財産処分の制限の緩和期間） 

第１０条 規則第１９条ただし書きに規定する知事が定める期間は、当該財産取得後５年とする。 

 （書類の整備等） 

第１１条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該

収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年

度から５年間保管しなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

   年度聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク構築支援事業補助金交付申請書 

 

 

  年 月 日 

 

 （あて先） 

  埼玉県知事 

 

 

                                             所在地 

                                             名 称 

                                             代表者                    

 

下記により、聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク構築支援事業補助金の交付を受けたいの

で、補助金等の交付手続等に関する規則第４条の規定に従い、下記のとおり関係書類を添えて申請し

ます。 

 

記 

 

１ 交付申請額     金        円 

２ 申請額算出内訳      別紙１のとおり 

３ 事業実施計画書      別紙２のとおり 

４ 算出基礎調査書      別紙３のとおり 

５ 補助事業実施に係る団体の歳入、歳出予算書（見込書）抄本 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

    年度聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク構築支援事業補助金 

交付決定通知書 

 

障 福 推 第      号 

    年  月  日 

 

 

 様 

 

 

                       埼玉県知事  

 

 

    年 月 日付けで申請のあった    年度聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク

構築支援事業補助金については、下記のとおり交付します。 

 

記 

 

  １ 補助金の交付額   金          円 

  ２ 支払の方法     概算払 

  ３ 補助の条件 

   (1) この補助金は、この要綱に定める目的以外に使用しないこと。 

   (2) 補助事業の内容を変更し、又は中止若しくは廃止しようとする 場合は、知事の承認を

受けること。 

     (3)  補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受

けること。 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

 

    年度聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク構築支援事業実績報告書 

 

 

 年 月 日 

 

  

 （あて先） 

埼玉県知事 

 

 

                                             所在地 

                                             名 称 

                                             代表者                    

 

    年  月  日付け障福推第   号で交付決定された    年度聴覚障害者災害時

等情報提供ネットワーク構築支援事業が完了したので、補助金等の交付手続等に関する規則第１３

条の規定に従い、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定額  金        円 

２ 事業費補助金精算書      別紙１のとおり 

３ 実施報告書            別紙２のとおり 

４ 支出実績報告書        別紙３のとおり 

５ 添付資料 

    年度歳入、歳出決算（見込）書 

 



様式第４号（第９条関係） 

 

    年度聴覚障害者災害時等情報提供ネットワーク構築支援事業補助金 

交付額確定通知書 

 

 

障福推第         号  

   年    月    日  

 

             様  

 

 

                                     埼玉県知事           

 

 

      年    月    日付け障福推第      号で交付決定した   年度聴覚障害者災害時

等情報提供ネットワーク構築支援事業補助金については、    年 月 日付けで報告のあった事

業実績に基づき、下記のとおり交付額を確定する。 

 

記  

 

交付確定額  金                   円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


